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２０２０年６月１２日 

報道関係者 各位 

 

 
 

 

 病院受診などの場合に医療費を助成（自己負担額を軽減）する春日市子ども医療証につ

いて、記載内容（対象期間）を誤って交付していました。 

誤って交付した全ての保護者へは、持参または郵送により、正しい内容の医療証を交付

済です。 

 

１ 発生日、対象者数など 

次の(1)～(3)の対象者のうち、医療機関へ支払う一部自己負担金の額に影響が生じた

人は１人です（既に精算済み）。 

 (1) 令和２年４月 ２日 個別交付分  ３人 

 (2) 令和２年４月２４日 一斉交付分 ２７人 

   ※ こども医療証の一斉交付を行った１６,０２４人のうち２７人 

 (3) 令和２年５月１８日 個別交付分  １人 

   

２ 原因 

  法令上、年齢到達日は誕生日の前日であり、１日生まれの子どもは誕生日の前月末に

年齢到達することになるが、本年３月３０日にこども医療証出力プログラムを設定する

際、そのことを考慮せずに対象期間を設定していたため、対象期間（学年等）にずれが

生じたもの。 

また、当該事務処理時の確認不十分によるもの。 

   

春日市こども医療証 

記載内容の誤りについて 
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３ 誤りの内容（具体例・一部抜粋） 

 (1) 平成３０年５月１日生まれの子ども 

※ 「３歳未満」の対象期間は、３歳に到達した月の月末まで 

○ 誤った内容の「こども医療証」の記載 

区 分 対 象 期 間 
一部自己負担金 

入院外 入 院 

３歳未満 
令和 ２年 ４月 ２日から 

令和 ３年 ５月３１日まで 
徴収しない 徴収しない 

３歳以上 

就 学 前 

令和 ３年 ６月 １日から 

令和 ７年 ３月３１日まで 

１月当たり 

８００円 

を限度 

1日当たり 

５００円 

（月７日限度） 

  ○ 正しい内容の「こども医療証」の記載 

区 分 対 象 期 間 
一部自己負担金 

入院外 入 院 

３歳未満 
令和 ２年 ４月 ２日から 

令和 ３年 ４月３０日まで 
徴収しない 徴収しない 

３歳以上 

就 学 前 

令和 ３年 ５月 １日から 

令和 ７年 ３月３１日まで 

１月当たり 

８００円 

を限度 

1日当たり 

５００円 

（月７日限度） 

 

(2) 平成２６年４月１日生まれの子ども 

  ※ ４月１日生まれの就学年度は前日までの子どもと同じ（４月２日から次年度） 

○ 誤った内容の「こども医療証」の記載 

区 分 対 象 期 間 
一部自己負担金 

入院外 入 院 

３歳以上 

就 学 前 

令和 元年１０月 １日から 

令和 ３年 ３月３１日まで 

１月当たり 

８００円 

を限度 

1日当たり 

５００円 
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小学生 
令和 ３年 ４月 １日から 

令和 ９年 ３月３１日まで 

１月当たり 

１，２００円 

を限度 

（月７日限度） 

中学生 
令和 ９年 ４月 １日から 

令和１２年 ３月３１日まで 
助成対象外 

   ○正しい内容の「こども医療証」の記載 

区 分 対 象 期 間 
一部自己負担金 

入院外 入 院 

３歳以上 

就 学 前 

令和 元年１０月 １日から 

令和 ２年 ３月３１日まで 

１月当たり 

８００円 

を限度 
1日当たり 

５００円 

（月７日限度） 

小学生 
令和 ２年 ４月 １日から 

令和 ８年 ３月３１日まで 

１月当たり 

１，２００円 

を限度 

中学生 
令和 ８年 ４月 １日から 

令和１１年 ３月３１日まで 
助成対象外 

 

４ 再発防止策 

  システムの設定内容や印刷物の印字内容を複数人で確認し、内容の精査を徹底する。 

 

５ 問い合わせ先 春日市 健康推進部 国保医療課  

〒816-8501 福岡県春日市原町３丁目１番地５ 

電話 ０９２－５８４－１１１１(代) FAX ０９２－５８４－１１４１ 

E-mail kokuho@city.kasuga.fukuoka.jp 

 

 

 
【リリースに関する問い合わせ】 

春日市 経営企画部 秘書広報課 広報広聴担当 

〒８１６－８５０１ 福岡県春日市原町３丁目１番地５ 

電話 ０９２－５８４－１１１１    Fax ０９２－５８４－１１４５ 

E-mail  koho@city.kasuga.fukuoka.jp  Web  http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/ 

 


